
議 案 第 ２ ２ 号

伊 丹 市 一 般 職 員 服 務 分 限 条 例 及 び 伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審

査 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

伊 丹 市 一 般 職 員 服 務 分 限 条 例 及 び 伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

理 由

押 印 の 見 直 し に よ り ， 行 政 手 続 き を 簡 素 化 す る ほ か ， 所 要 の 規 定

整 備 を 行 う た め 。

議２２



伊 丹 市 一 般 職 員 服 務 分 限 条 例 及 び 伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審

査 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年 伊 丹 市 条

例 第 号 ）

（ 伊 丹 市 一 般 職 員 服 務 分 限 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条 伊 丹 市 一 般 職 員 服 務 分 限 条 例 （ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 ２ １ ２ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ ９ 条 第 １ 項 中 「 あ ら た に 」 を 「 新 た に 」 に ， 「 任 命 権 者 又

は 」 を 「 、 任 命 権 者 又 は 」 に ， 「 次 の 様 式 に よ る 宣 誓 書 」 を 「 、

宣 誓 書 （ 様 式 第 １ 号 又 は 様 式 第 ２ 号 ） 」 に 改 め ， 同 項 中 様 式 第 １

及 び 様 式 第 ２ を 削 る 。

別 表 の 次 に 次 の ２ 様 式 を 加 え る 。

様 式 第 １ 号 （ 一 般 職 員 ）

宣 誓 書

私 は 、 こ こ に 主 権 が 国 民 に 存 す る こ と を 認 め る 日 本 国 憲 法 を 尊

重 し 、 か つ 、 擁 護 す る こ と を 固 く 誓 い ま す 。

私 は 、 地 方 自 治 の 本 旨 を 体 す る と と も に 、 公 務 を 民 主 的 か つ 能

率 的 に 運 営 す べ き 責 務 を 深 く 自 覚 し 、 全 体 の 奉 仕 者 と し て 誠 実 か

つ 公 正 に 職 務 を 執 行 す る こ と を 固 く 誓 い ま す 。

年 月 日

氏 名

様 式 第 ２ 号 （ 消 防 職 員 ）

宣 誓 書

私 は 、 日 本 国 憲 法 及 び 法 律 を 尊 重 し 、 命 令 、 条 例 、 規 則 及 び 規

議２２-２



程 を 忠 実 に 擁 護 し 、 消 防 の 目 的 及 び 任 務 を 深 く 自 覚 し 、 そ の 規 約

が 消 防 職 務 に 優 先 し て 従 う こ と を 要 求 す る 団 体 又 は 組 織 に 加 入 せ

ず 、 全 体 の 奉 仕 者 と し て 誠 実 か つ 公 正 に 消 防 職 務 の 遂 行 に 当 た る

こ と を 固 く 誓 い ま す 。

年 月 日

氏 名

（ 伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条 伊 丹 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 （ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 ２

３ １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ５ 条 中 第 ４ 項 を 削 り ， 第 ５ 項 を 第 ４ 項 と す る 。

第 ８ 条 第 ３ 項 ， 第 ９ 条 第 ５ 項 及 び 第 ８ 項 ， 第 １ ０ 条 第 ２ 項 並 び

に 第 １ ２ 条 第 ２ 項 中 「 署 名 押 印 」 を 「 署 名 又 は 記 名 押 印 」 に 改 め

る 。

付 則

こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

議２２-３*




